
暮らしの情報

健康福祉部地域福祉課または健
康福祉部高齢障がい支援室へお
問い合わせください。
　この制度が成り立つためには、
皆さん一人ひとりの思いやりや
譲り合いの心が欠かせません。歩
行が困難な人が利用しやすい駐
車場になるように、ご協力をお願
いします。

　市では勤労者の生活を支援する
ため、東海労働金庫と協力して、次
の貸付制度を設けています。
　貸付を希望する人は、東海労働

　身体に障がいのある人や妊産
婦の人など、歩行が困難な人に、
公共施設や店舗などに設置され
る「おもいやり駐車場」の利用
証を交付します。詳しくは、県

金庫亀山支店へ直接お申し込み
ください。
勤労者持家促進資金貸付
用�　途　市内に自己が居住する
ための住宅を新築、増改築また
は購入するための資金

融資額　2,000万円以内
融資期間　35年以内
利�　率　労金所定金利より0.1％
優遇

勤労者生活資金貸付
用�　途　市内に居住する勤労者
の生活（教育、医療・介護、出産・
育児、自動車）に必要な資金

融資額　200万円以内
融�資期間　10年以内（教育資金は
15年以内）

利�　率　労金所定金利より0.3％
優遇

おもいやり駐車場利用証制度
をご存じですか？

県健康福祉部地域福祉課（☎059
－224－3349）、健康福祉部高齢
障がい支援室（あいあい　☎84－
3313）

　申込受付
ところ　市文化会館中央コミュニティセンター
※関支所では受け付けしませんので、ご注意ください。
と�　き　受付時点で加入している保険の種類によ
り、受付日が異なります。

●国民健康保険加入者
　６月３日（水）　午前８時30分～正午
●後期高齢者医療制度加入者
　６月４日（木）　午前８時30分～ 10時30分
抽�　選　午前８時30分時点で、定員を超えた場合
は抽選とします。

負�担金　6,000円（おつりのいらないようにご協力
ください）

持�ち物　国民健康保険被保険者証または後期高齢
者医療被保険者証、印鑑、負担金

※�申し込みは、原則本人（同住所に限り代理申し込
みも可）とします。代理申し込みの場合は、住所
確認のため、身分証明書が必要です。

※�市税などに滞納があるときは、受診制限を受け
る場合があります。

※�受付時点で国民健康保険に加入していた人が、
受診の日に後期高齢者医療制度の加入者になっ
た場合はそのまま受診できますが、そのほかの
保険（社会保険等）に加入した場合は受診できま
せん。

市民文化部保険年金室（☎84－5006)

と�　き　８月３日（月）～平成28年２月29日（月）
の月～金曜日（祝日、年末年始を除く）
ところ　市立医療センター
対�象者　市内在住で後期高齢者医療制度に加入し
ている人、または市国民健康保険に加入してい
る40歳（年度内に40歳になる人を含む）以上の人
内�　容　ＭＲＩ（磁気共鳴画像）、ＭＲＡ（磁気共鳴
血管撮影）による検査
※�次に該当する人は、検査を受けられない場合が
ありますので、あらかじめかかりつけの医師に
ご相談ください。
▷心臓ペースメーカーを装着している人
▷今までに手術（特に頭部）をしたことがある人
▷入れ歯や人工関節（金属）を体内に装着している人
定　員　国民健康保険加入者…270人
　　　　後期高齢者医療制度加入者…100人

脳ドックを

受けましょう

住宅取得や生活資金の
貸付制度を設けています
環境産業部商工業振興室（☎84
－5049）、東海労働金庫亀山支店
（☎82－8111）
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